
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  役員に貸与したマンション 

Ｑ：当社は、役員に社宅用マンションを検

討しようと思っています。賃料はどのように

したらいいですか？ 

 

Ａ：通常の賃貸料を徴収します。 

【解説】 

法人が役員に住宅(小規模住宅を除きます)

を貸与する場合は、次の算式で計算した通常の

の賃貸料(使用者が他から借り受けて貸与した

住宅等で当該使用者の支払う賃借料の額の50%

に相当する金額が次の算式により計算した金

額を超えるものについては、その50％に相当す

る金額)を徴収しなければなりません。 

{その年度の家屋の固定資産税の課税標準額

×12%(木造以外は10%)＋その年度の敷地の固

定資産税の課税標準額×6%}×1/12 

ただし、家屋だけ又は敷地だけを貸与した場

合には、その家屋だけ又は敷地だけについて計

算をして求めます。 

なお、マンションを借り受けて役員に貸すと

いう場合には、共用部分も含めて計算をします。 

また、家主に支払う家賃には、エレベータ保

守料や共用部分の電気代などの管理料が含ま

れていることがありますが、これの額も含めて

通常の賃貸料の額を計算してよいこととなっ

ています。 
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